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○庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱 

平成24年３月30日告示第28号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、環境にやさしい自然エネルギーの積極的な利用を促進すること

で、地球温暖化防止及び環境保全に対する意識醸成を図り、併せて地域経済の振興

を目的として、住宅用太陽光発電システム（以下「システム」という。）を設置す

る者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、当該補助金の交付に関し、庄

原市補助金交付規則（平成17年庄原市規則第46号）に定めるもののほか必要な事項

を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に住所を有し

（市内に住所を有する見込みのある者を含む。）、市内の住宅にシステムを設置す

る者（家主の同意を得た借家人を含む。）又は建売住宅供給者等から市内にシステ

ムが設置された住宅を購入する者であって、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(１) 世帯員全員が市税、納付金等（以下「市税等」という。）を滞納していない

こと。 

(２) 自ら電力会社と電灯契約を締結し、かつ、余剰電力の需給契約を締結するも

のであること。 

(３) システムの設置に当たっては、申請日現在において、市内に本店若しくは営

業所を設置している法人又は市に納税申告している個人事業者であって、１年以

上継続して事業活動を行っている事業者と施工の契約を行う者であること。ただ

し、住宅の新築又は購入する者にあってはこの限りでない。 

（補助対象施設） 

第３条 補助の対象となるシステム（以下「補助施設」という。）は、次に掲げる要

件に適合したものとする。 

(１) システムは、住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系

し、かつ、太陽電池の最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの

公称最大出力の合計値（キロワット表示とし、小数点以下２桁未満は切捨て))が

10キロワット未満のものであること。 

(２) システムは、太陽光発電普及拡大センター（以下「Ｊ－ＰＥＣ」という。）

の定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金技術仕様書（Ｊ‐ＰＥＣ第0810

‐0011号）の要件に適合し、Ｊ－ＰＥＣに登録されているものとする。ただし、

当該登録がない場合においても、Ｊ－ＰＥＣが補助金の交付を行ったものについ

ては、補助対象とする。 

(３) 補助施設は、未使用品であるものとする（中古品は対象外）。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、１キロワット当たり３万５千円にシステムを構成する太陽電
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池モジュールの最大出力値を乗じて得た額とする。ただし、14万円を限度とし、そ

の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請の手続） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

(１) 工事費の内訳が明記されているもの 

(２) 補助施設の形状、規格等の仕様の分かる書類 

(３) 設置場所及び付近の見取図 

(４) 工事着手前の現況がわかるカラー写真 

(５) その他市長が必要と認めるもの 

２ 補助金は、１住宅につき１補助事業とし、かつ、１申請者当たり１回限りとする。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請について内容を審査し、補助することを決定したときは

庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付決定通知書（様式第２号）に

より、補助しないことを決定したときは庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業

補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（計画変更等の承認） 

第７条 前条の規定により決定の通知を受けた申請者は、補助金交付申請内容を変更

する場合又は補助施設の設置を中止する場合は、速やかに庄原市住宅用太陽光発電

システム設置事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

（実績報告） 

第８条 申請者は、補助施設の設置が完了した日から30日を経過する日又は補助金の

交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月20日のいずれか早い日までに、庄

原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書（様式第５号）に次の書

類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 太陽電池モジュールの製造番号表 

(２) 補助施設設置に係る内訳書 

(３) 補助施設の設置費に係る領収書又は請求書の写し 

(４) 補助施設の設置状態を示すカラー写真 

(５) 電力会社との余剰電力の販売契約書の写し 

(６) その他市長が必要と認める書類 

（補助金額確定等） 

第９条 市長は、前条の報告書について内容を審査のうえ、補助金額を確定したとき

は、庄原市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付確定通知書（様式第６号）

により補助事業者に通知するものとする。 
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（補助金の請求及び交付） 

第10条 前条の規定により補助金額の確定を受けた者は、遅滞なく庄原市住宅用太陽

光発電システム設置事業補助金交付請求書（様式第７号）を提出するものとし、市

長は、これに基づき補助金を交付するものとする。 

（協力） 

第11条 市長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデー

タの提供その他の協力を求めることができる。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、平成27年３月31日限り、その効力を失う。ただし、平成27年３月31

日までに、この告示の規定により交付決定し、事業完了したものについては、同日

後も、なおその効力を有する。 

 


